




簡易モニタリングポストの設置 
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地域住民の安心のために空間放射線量に係る情報の公開が特に必要と認められた場合に、
国の事業として、災害廃棄物の本格受入を実際に行っている処理施設の周辺に簡易モニタ
リングポストを設置し、大気中の放射線の量（空間放射線量）を連続して測定するものです。 

使用する計測装置は、実際の災害廃棄物を受入れて、処理を実施していただく期間を対象
に設置。最小限かつ効率的な運営とする。 

広域処理の対象は、放射性セシウム濃度が不検出または低いものに限っており、科学的
にも安全に処理できることが確認されています。このため、本来はリアルタイムの空間線量
のモニタリングの実施を行わなくても、その安全性を確認できます。 



Ｑ がれきを受け入れたことで風評被害にあった 

  場合、政府は責任をとってくれるの？ 
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風評被害については、未然防止に最善をつくします。 

 

 がれきの広域処理の対象としているのは、放射性セシウム濃度が不検
出または低いものに限っており、科学的にも安全に処理できることが確認
されています。 

  このため、本来は風評被害が生じるような性格のものではなく、環境
省としても、安全性について説明に万全をつくします。また、放射線量の
測定データなど、各種メディアを活用した積極的な広報、がれき受け入れ
の先行事例における実績の情報発信など、広報活動を進めているところ
です。万が一、風評被害による損害が生じた場合は、ご相談のうえ、国と
して責任をもって、これを回復するための可能なかぎりの対策を講じます。 






